
出産後に申請する場合は、出生証明書の写しを御提出ください

「出生証明書」は、「出生届」と一体になっています。
御提出は「出生証明書」側の写しのみで構いません。
※双子以上の場合は、人数分の写しを御提出ください。



「出産された方の氏名（保護者の
氏名）」と「No」を確認します。

表紙 １ページ目

出産された方を確認します。

※双子以上の場合は、人数分の写しを御提出ください

出生証明書に代えて、母子健康手帳の表紙と１ページ目の写しを御提出いただくことも可能です

出産日を確認します。


